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表紙

株式会社ブイキューブ
(証券コード　3681)

第22期 定時株主総会
招 集 ご 通 知

　

＜ご来場自粛・バーチャル株主総会ご活用のお願い＞
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、株主総会会場へご来場いただける株主様の人数を
大幅に制限させていただきます。
・株主の皆様におかれましては、できる限り、事前に書面（議決権行使書）の郵送又はインターネ
ットにより議決権を行使いただけますようお願い申し上げます。
・本総会にご出席いただくためには、実際に株主総会会場にご来場いただく場合及びインターネッ
トを通じてご出席いただく場合のいずれの場合においても、事前のお申し込みが必要となります
ので、ご注意ください。事前のお申し込みがない場合、本総会にご出席いただくことはできませ
ん。

・議長を含めすべての出席役員は、ウェブ会議システムを通じた遠隔からの出席となり、来場いた
しません。
・本総会は、ハイブリッド「出席型」バーチャル株主総会として実施いたしますので、是非インタ
ーネット経由でのご出席をご検討ください。当日の議決権行使及びご質問等は、当社指定のウェ
ブサイトにおいて受け付けいたします。詳細は、６ページ～７ページをご参照ください。
・なお、株主総会会場におけるお土産の配布はございません。
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株主各位

証券コード　３６８１
2022年３月14日

株 主 各 位
東京都港区白金一丁目17番３号
株 式 会 社 ブ イ キ ュ ー ブ
代表取締役社長 間 下 直 晃

１．日 時 2022年３月29日（火曜日）午後２時（受付開始　午後１時30分）

２．場 所 東京都港区白金一丁目17番３号
ＮＢＦプラチナタワー16階　当社本社会議室

第22期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第22期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し
あげます。
　本総会はインターネットを通じてご出席・議決権行使をいただくことができる、ハイブリッ
ド「出席型」バーチャル株主総会として実施いたします（詳細は、６ページ～７ページに記載
の「インターネット出席(バーチャル株主総会)のご案内」をご参照ください。）。
　新型コロナウイルス感染症の流行が引き続き懸念される状況を踏まえ、株主様には、ご来場
をできる限りお控えいただきますとともに、ご出席いただける場合には、上記インターネット
出席をご検討いただきますようお願い申しあげます。
　また、本総会にご出席いただけない場合には、以下のとおり、2022年３月28日（月曜日）
午後６時までに、郵送（書面）又はインターネットによる事前の議決権行使をお願い申しあげ
ます。
【郵送（書面）による議決権行使の場合】
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記行使期限までに到着す
るようご返送ください。
【インターネットによる議決権行使の場合】
　５ページに記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご参照のうえ、上記行使
期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬　具

記

－ 1 －
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３．目 的 事 項
報 告 事 項 １. 第22期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）事業報告、連結

計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の
件

２. 第22期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）計算書類報告の
件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役８名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 会計監査人選任の件
第６号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

４．議決権の行使に関する事項
(1) 株主総会会場へご来場いただく代理人により議決権を行使される場合は、議決権行使

書用紙とともに代理権を証明する書類を、会場受付にご提出ください。なお、代理人
は、当社定款の定めにより、当社の議決権を有する他の株主様１名とさせていただき
ます。

(2) 郵送（書面）による議決権行使において、各議案に賛否の記載がない場合は、各議案
について賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

(3) 郵送（書面）とインターネットにより重複して議決権を事前行使された場合は、イン
ターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

(4) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された
内容を有効とさせていただきます。また、パソコン、スマートフォンと携帯電話で重
複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきま
す。

(5) 郵送（書面）又はインターネットにより議決権を事前行使されたうえで、インターネ
ット出席された株主様は、本総会当日にインターネット出席により本総会にご出席い
ただいた時点で、事前の議決権行使結果を破棄し、本総会にインターネット出席いた
だき行使いただいた議決権行使結果を当該株主様の行使内容として取り扱わせていた
だきます。インターネット出席された株主様で、本総会当日にインターネット出席に
よる議決権を行使されなかった場合には、棄権されたものとして取り扱わせていただ
きます。

以　上

－ 2 －
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【お願い】
　当日株主総会会場にご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に鑑み、株主総会会場にご来場される株主様（特にご
高齢の方や基礎疾患のある方、妊娠されている方）は、ご自身の体調をお確かめのうえ、マス
ク着用等の感染予防にご配慮いただきますようお願い申しあげます。また、当日は、感染予防
のための措置を講じる場合がありますので、ご協力賜りますようお願い申しあげます。

【お知らせ】
(1) 事業報告の主要な事業内容、主要な事業所等、新株予約権等の状況、会計監査人の状況、

業務の適正を確保するための体制及び運用状況、連結計算書類の連結株主資本等変動計算
書及び連結注記表、計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表につきましては、法
令及び定款の定めにより、インターネット上の当社ウェブサイト（https://ir.vcube.com/jp/）に掲載
しており、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。したがって、本招集ご通知
の提供書面は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及
び計算書類の一部であり、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連
結計算書類及び計算書類の一部であります。

(2) 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、イ
ンターネット上の当社ウェブサイト（https://ir.vcube.com/jp/）に掲載させていただき
ます。

(3) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、当日は、当社役職員及び係員に対し、マス
クの着用その他感染拡大予防のための措置を講じる場合がございます。予めご了承のほど
お願い申しあげます。

－ 3 －
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議決権行使のご案内

1 インターネット 2 郵送（書面）

https://evote.tr.mufg.jp/ にアク
セスしていただき、議案の賛否を
ご入力ください。

議案の賛否をご表示のうえ、議決
権行使書用紙をご返送ください。

●行使期限
2022年３月28日(月曜日)
午後６時までにご入力

●行使期限
2022年３月28日(月曜日)
午後６時までに到着

■株主総会運営について
１．前日までの議決権行使（事前行使）の方法についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。後記株主総会参考書類をご検討のう
え、議決権の行使をお願い申しあげます。前日までの議決権の行使には、以下２つの方法がござい
ます。

議 決 権 行 使 書
御中

　○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○

1. ○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

3.

4.

○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○

2.
議 決 権 の 数
　　　　　　　　個

○年○月○日

株式会社○○○○

株式会社○○○○

○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○
○○○○○○○

議決権行使書のご記入方法のご案内
こちらに各議案の賛否をご記入ください。な
お、選任議案につきましては、一部候補者に
つき反対の場合、「賛」の欄に○印をご記入の
上、反対される候補者の番号を（　）内にご
記入ください。

【議決権の行使のお取り扱いについて】
議決権行使書用紙において、議案につき賛否
のご表示のない場合は、「賛」の意思表示が
あったものとして取り扱うこととさせていた
だきます。

＜機関投資家の皆様へ＞

株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には当該

プラットフォームより議決権をご行使いただけます。

－ 4 －
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【インターネットによる議決権行使のご案内】

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 午前9時〜午後9時）

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録する3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワー
ド」を入力しクリック2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取って
ください。1

議決権行使書副票に記載のログインID・仮パスワードを入力す
ることなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を
行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入
力する方法」をご確認ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※  「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

－ 5 －
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２．事前コメントの受付についてのご案内

受付期間：2022年３月16日(水曜日) 午後１時 ～ 2022年３月23日(水曜日) 午後６時

　株主様は、当社指定のウェブサイトを通じ、事前に、当社に対してご意見、ご質問その他の事前
コメントをお一人様３問まで（１問につき300字以内で入力）送信いただくことができます。以下
の【ご注意】及び【受付方法】をご参照のうえ、ご活用いただきますようお願い申しあげます。

【ご注意】
・事前コメントの受付は、株主総会におけるご質問とは別に、株主様のご関心の高い事項を当社に

おいて事前に把握し、株主総会における当社からの情報提供を充実させる目的で募集させていた
だくものです。

・事前コメントは、株主総会の目的事項に関わる内容に限らせていただきます。
・ご入力いただいた事前コメントのうち、特に株主の皆様のご関心が高いと思われる事項について

は、株主総会当日に採り上げてご紹介、ご説明をさせていただく予定です。すべての事前コメン
トに対しご説明をさせていただくことはできかねますので、ご了承のほどお願い申しあげます。
なお、当日、ご説明ができない場合であっても、事前コメントについて個別の対応はいたしかね
ますので、併せてご了承ください。

・株主様よりいただいた事前コメントのうち、主要なものにつきましては、本総会終了後、当社コ
ーポレートサイトに当社の考え方を含めて公開させていただくことも予定しております。

【受付方法】
① 『ブイキューブ株主総会Portal』に接続
② ID（株主番号）、パスワード(郵便番号)を入力のうえログイン
③ 株主様専用ページにて「事前コメントを送る」ボタンを押下

３．インターネット出席(バーチャル株主総会)のご案内

申込受付期間：2022年３月16日(水曜日) 午後１時 ～ 2022年３月28日(月曜日) 午後１時

　本総会は、開催日当日に当社指定のウェブサイトを通じ、ライブ中継をご視聴いただきながら、
株主総会会場にご来場いただく株主様と同様に議決権の行使、ご質問等（１回のご質問等につき

－ 6 －
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議決権行使のご案内

『ブイキューブ株主総会Portal』

　事前コメント・インターネット出席申込はこちら

URL：https://3681.ksoukai.jp/

300字以内で入力）を行うことが可能なハイブリッド「出席型」バーチャル株主総会として実施い
たします。
　インターネット出席いただいた株主様は、実際に株主総会会場へお越しいただく場合と同様に、
会社法上、株主総会に「出席」したものとして取り扱われます。
　なお、インターネット出席には事前のお申し込みが必要です。以下の【申し込み方法】をご参照
のうえ、お手続をお願い申しあげます。

【申し込み方法】
① 『ブイキューブ株主総会Portal』に接続
② ID（株主番号）、パスワード(郵便番号)をご入力のうえログイン
③ 株主様専用ページにて「出席を申し込む」ボタンを押下
④ 出席申し込みフォームにて「Web出席」を選択、「申し込む」ボタンを押下

＜インターネット出席に関する注意事項＞
・インターネット出席に対応している言語は、日本語のみとなります。予めご了承ください。
・通信環境等の影響により、株主総会ライブ中継の映像や音声の乱れ、中断又は停止等の障害が発

生する可能性がございます。当社としては、これらの障害によってインターネット出席株主様が
被った不利益に関し、一切の責任を負いかねますことをご了承ください。なお、ご出席の方法に
かかわらず、株主総会前においても、議決権行使をいただくこと、また、当社へのご質問をいた
だくことができます。万一の場合に備え、これら事前の議決権行使及びご質問のご活用もご検討
のほどお願いいたします。

・代理人によるインターネット出席はお受けいたしません。代理人による議決権行使を希望される
株主様は、次ページに記載の「４．開催日当日のご来場について」のとおり事前のお申し込みを
いただいたうえで、株主総会会場にご来場になられる株主様を代理人としていただきますよう、
お願い申しあげます。

・インターネット出席に係る推奨環境等は、以下の当社ウェブサイトよりご確認ください。
　URL：https://jp.vcube.com/support/virtual-shareholders-meeting/requirements/
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議決権行使のご案内

４．開催日当日のご来場について

申込受付期間：2022年３月16日(水曜日) 午後１時 ～ 2022年３月23日(水曜日) 午後６時

　本総会では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、株主総会会場へご来場いただける株
主様の人数を大幅に制限させていただきます。株主総会会場へのご来場は極力お控えいただき、イ
ンターネット出席のご活用をお願いいたします。
　なお、ご来場を希望される場合は、事前のお申し込みが必要となります。以下の【申し込み方
法】をご参照のうえ、お手続をお願い申しあげます。

※事前のお申し込みは、先着順で、上限人数(10名)に達し次第、締め切らせていただきます。上限
人数に達した場合には、インターネット出席をご活用ください。

※事前にお申し込みをされていない株主様につきましては、株主総会会場へのご入場をお断りいた
します。予めご了承ください。

※事前のお申し込みのうえ、ご来場いただく際には、議決権行使書をご持参のうえ、ＮＢＦプラチ
ナタワー16階の株主総会会場受付までお越しください。株主総会会場入口付近で、検温にご協力
いただく場合がございます。また、当日、ご体調がすぐれないことが疑われる場合、株主総会会
場へのご入場をご遠慮いただくこともございます。併せて予めご了承ください。

※会場内では、マスクのご着用をお願いいたします。
※会場後方からの撮影があり、可能な範囲において、ご来場株主様の容姿が撮影されないように配

慮いたしますが、会場都合等により撮影されてしまう場合がございますので、予めご了承のほど
お願い申しあげます。

【申し込み方法】
① 『ブイキューブ株主総会Portal』に接続
② ID（株主番号）、パスワード(郵便番号)をご入力のうえログイン
③ 株主様専用ページにて「出席を申し込む」ボタンを押下
④ 出席申し込みフォームにて「会場出席」を選択、必要事項をご入力のうえ、

「申し込む」ボタンを押下
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当連結会計年度の事業の状況

(2021年 1 月 1 日から
2021年12月31日まで)

（提供書面）

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　当連結会計年度の事業の経過及びその成果

　当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症によるパンデミッ
クの発生によって前年度に停滞していた経済活動は再開し、緩やかに回復に向かった年
でした。感染症の流行は年初及び夏から秋にかけて拡大したものの、ワクチン接種が進
んだことで年末には沈静化に向かいましたが、オミクロン株の発生による感染の再拡大
により、社会活動及び経済活動の正常化も道半ばにあります。
　対面型ビジネスについては依然として厳しい状況にある中、コロナ禍によって急速に
進んだテレワークや業務のリモート化、オンライン化を好機と捉えて働き方改革を実施
し、ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）によって労働生産性の向上と収益性
の改善を目指す積極的な動きも見られました。
　以上のような環境の下、当社グループにおいては、前年に引き続き、セミナーなどの
イベントのオンライン化の需要やオフィスや公共空間におけるWeb会議を実施できるセ
キュアな空間に対するニーズは高く、事業規模は前年度に比べて拡大いたしました。一
方で、オンライン型セミナーが急速に普及したことから、顧客企業の内製化への切り替
えが当初の想定よりも早く進み、中期経営計画において見込んでいた成長率を見直すこ
ととなりました。今後はWeb配信専用スタジオであるプラチナスタジオを有する当社の
強みを生かし、内製化が難しい大規模の配信案件の獲得や、Webセミナーの更なる普及
によって需要の拡大が見込まれる付加価値の高いイベント案件の推進によって差別化を
図り、事業の拡大を目指してまいります。
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当連結会計年度の事業の状況

前連結会計年度 当連結会計年度 増減 増減率（％）

売上高 8,282,569 11,493,601 3,211,032 38.8%

営業利益 1,046,392 1,351,187 304,795 29.1%

経常利益 1,020,100 1,232,811 212,711 20.9%
親会社株主に帰属する
当期純利益 1,138,279 1,324,261 185,982 16.3%

　当連結会計年度の業績は以下のとおりです。
（単位：千円）

　当連結会計年度において、売上高は前年同期比で38.8%増加いたしました。これは、
当連結会計年度よりXyvid, Inc.が連結子会社となったこと、セミナー配信件数や公共空
間におけるテレキューブの設置台数の増加などにより、各事業セグメントにおいて売上
高が伸長したことによるものです。
　営業利益においては、イベントDX事業及びサードプレイスDX事業の２つのセグメン
トにおいて売上規模の拡大に伴って営業利益額も増加し、前年同期比304,795千円増の
1,351,187千円となりました。
　営業外損益においては、５月にオープンしたプラチナスタジオの開設準備期間及び旧
スタジオのクローズ期間に生じた地代家賃等の費用31,723千円を計上したほか、持分法
適用会社であるテレキューブサービス株式会社において前年に引き続き公共空間におけ
る積極的な投資を行なったため、持分法による投資損失34,675千円を計上しました。
　特別損益においては、利用率が低下したソフトウェアや販売中止となったサービスに
係るソフトウェアについて減損損失475,282千円を計上いたしました。また、子会社の
清算に伴う損失として77,469千円を計上しております。
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当連結会計年度の事業の状況

前連結会計年度 当連結会計年度 増減 増減率（％）

売上高 4,721,751 4,573,186 △148,565 △3.1%

セグメント利益 902,277 670,872 △231,405 △25.6%

　セグメント別の業績は、次のとおりです。

Ⅰ.エンタープライズDX事業
（単位：千円）

　旧報告セグメント「ビジュアルコミュニケーション事業」のうちWebセミナー配信関
連を除いたサービス全て、旧報告セグメント「ラーニングマネジメントシステム事業」
の全て、及び旧報告セグメント「アプライアンス事業」のうちテレキューブ関連を除い
たサービス全てを集約した事業であり、主に企業や官公庁等を対象に、社内外のコミュ
ニケーションにおけるDX（デジタルトランスフォーメーション）を支援するサービスを
提供しております。
　具体的には、自社開発の汎用Web会議システム「V-CUBE ミーティング」やテレビ
会議システム「V-CUBE BOX」、「Zoom」の販売のほか、ディスカッションテーブ
ル「V-CUBE Board」などの災害対策ソリューションやウェアラブルデバイスなど、企
業向けのリモートコミュニケーションプロダクトを提供しております。また、顧客企業
において映像組み込み型サービスの開発を容易にする「V-CUBE Video SDK」の提供
やサービス開発及び運用支援をすることで、顧客企業におけるソリューション開発を支
援しております。
　当連結会計年度では、前年同期比3.1%減の4,573,186千円となりました。これは、主
にオンプレミス案件の需要の低下の他、コロナ禍で対面での商談が制限された緊急対策
サービスが減少したためであります。また、セグメント利益は前年同期比25.6%減の
670,872千円となりました。これは、注力事業ではなくなったことによる自社製品比率
の低下に伴う限界利益率の緩やかな減少によるものです。
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当連結会計年度の事業の状況

前連結会計年度 当連結会計年度 増減 増減率（％）

売上高 2,584,984 4,710,320 2,123,336 82.1%

セグメント利益 452,023 639,846 187,823 41.6%

Ⅱ.イベントDX事業
（単位：千円）

　イベントDX事業は、旧報告セグメント「ビジュアルコミュニケーション事業」のう
ち、前連結会計年度において急拡大したWebセミナー配信関連サービスをセグメントと
して独立させたものであり、様々な分野におけるイベント、セミナーのリモート化を支
援する事業であります。
　具体的には、Webセミナー配信サービス「V-CUBE セミナー」や「EventIn」などの
セミナー配信ソフトウェアを提供するほか、イベント配信に係る運用設計、当日の配信
サポートや後日のイベントデータ解析などの運用支援サービスを提供しております。
　当連結会計年度では、売上高は前年同期比82.1%増の4,710,320千円、セグメント利
益は前年同期比41.6%増の639,846千円となりました。Webセミナー配信回数はオンラ
イン化の定着により急増し、６月にはバーチャル株主総会の実施があったことから、当
連結会計年度における配信回数は前年同期比64%増の約7,800件となりました。当連結
会計年度においては、製薬業界において小規模セミナーの配信が内製化される傾向が見
られたため、開催数が当初見込よりも下回りました。しかしながら、法定の議事進行を
要し失敗の許されない株主総会や内製化が困難な大規模配信案件、及び、クオリティの
高いオンラインイベントを提供する高付加価値案件の需要は増加しているため、イベン
トDX事業全体としては今後も拡大を続けていくものと予測しております。
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当連結会計年度の事業の状況

前連結会計年度 当連結会計年度 増減 増減率（％）

売上高 973,833 2,210,094 1,236,261 126.9%

セグメント利益 261,023 702,723 441,700 169.2%

Ⅲ.サードプレイスDX事業
（単位：千円）

　サードプレイスDX事業は、旧報告セグメント「アプライアンス事業」のうち、防音型
コミュニケーションブース「テレキューブ」に関連するサービスをセグメントとして独
立させたものであり、自宅や職場とは異なるサードプレイス（第３の場所）の提供や運
用支援を行うことで、昨今日本に浸透しつつあるテレワークを１つのワークスタイルと
して定着させることを目的とする事業であります。
　具体的には、企業及び公共空間への「テレキューブ」の提供、公共空間におけるワー
クブースの管理運営システムの開発、「テレキューブ」において提供する関連サービス
の開発を行っております。
　当連結会計年度では、セグメント売上高は前年同期比126.9%増の2,210,094千円とな
り、セグメント利益は前年同期比169.2%増の702,723千円となりました。テレワーク・
リモートワークの浸透と、コロナ禍が落ち着いたことによる出社が拡大したことに伴
い、企業及び公共空間においてWeb会議に対応したセキュアなワークブースの需要が急
増したことにより、販売件数が増加したことによるものであります。
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当連結会計年度の事業の状況

⑵　設備投資等の状況
　当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は
2,113,377千円で、主なものは自社サービスソフトウェアの開発による投資と配信用ス
タジオの設置であります。

⑶　資金調達の状況
　当連結会計年度中において、当社グループの所要資金として金融機関より長期借入金
として4,952,000千円の資金調達を行いました。
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直前３連結会計年度の財産及び損益の状況

区 分 第 19 期
(2018年12月期)

第 20 期
(2019年12月期)

第 21 期
(2020年12月期)

第 22 期
(当連結会計年度)
(2021年12月期)

売 上 高 (千円) 7,960,678 6,369,887 8,282,569 11,493,601
経 常 利 益 又 は
経 常 損 失 （ △ ） (千円) 259,522 △341,846 1,020,100 1,232,811
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 (千円) 456,121 34,386 1,138,279 1,324,261
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 18.95 1.43 47.10 54.68
潜 在 株 式 調 整 後
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 18.58 1.41 45.52 53.22

総 資 産 (千円) 10,585,157 7,002,932 10,031,260 15,259,020
純 資 産 (千円) 4,530,111 3,049,069 3,825,417 5,100,851
１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 153.23 125.67 156.41 207.92

⑷　財産及び損益の状況
①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）当社は第16期より「従業員持株会信託型ESOP」を導入しており、当該信託が所有する当社株式を自
己株式として処理しております。これに伴い、１株当たり当期純利益の算定に用いられた普通株式の
期中平均株式数からは、当該信託が所有する当社株式の数を控除しております。また、１株当たり純
資産額の算定において、期末発行済株式数から当該株式数を控除しております。なお、前連結会計年
度末において従業員持株会支援信託（ESOP信託）制度は終了したため、当連結会計年度末において該
当株式数はありません。
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直前３連結会計年度の財産及び損益の状況

区 分 第 19 期
(2018年12月期)

第 20 期
(2019年12月期)

第 21 期
(2020年12月期)

第 22 期
(当事業年度)

(2021年12月期)
売 上 高 (千円) 5,924,816 5,147,862 7,212,683 9,746,347
経 常 利 益 (千円) 271,670 47,794 738,851 1,660,241
当 期 純 利 益 (千円) 577,798 697,198 202,110 1,692,782
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 24.00 28.94 8.36 69.90
潜 在 株 式 調 整 後
１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 23.54 28.53 8.06 68.04

総 資 産 (千円) 9,351,309 7,749,389 9,670,449 14,447,628
純 資 産 (千円) 3,328,544 3,526,188 3,419,405 4,681,213
１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 137.62 146.36 141.15 192.78

②　当社の財産及び損益の状況

（注）当社は第16期より「従業員持株会信託型ESOP」を導入しており、当該信託が所有する当社株式を自
己株式として処理しております。これに伴い、１株当たり当期純利益又の算定に用いられた普通株式
の期中平均株式数からは、当該信託が所有する当社株式の数を控除しております。また、１株当たり
純資産額の算定において、期末発行済株式数から当該株式数を控除しております。なお、前連結会計
年度末において従業員持株会支援信託（ESOP信託）制度は終了したため、当連結会計年度末において
該当株式数はありません。
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重要な親会社及び子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の
出資比率 主 要 な 事 業 内 容

テレキューブ株式会社 25,000千円 67.00% 防音型スマートワークブース「テ
レキューブ」の販売等

V-cube Global
Services Pte. Ltd.

33,290千ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ
13,796千USﾄﾞﾙ 100% R&Dセンター、

アジア地域統括中間持株会社
Wizlearn Technologies 
Pte. Ltd. 9,821千ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ 100% 教育プラットフォームの開発及び

販売等

Xyvid, Inc. 100USﾄﾞﾙ 100％ Webセミナーのシステム開発・
販売および配信サービスの提供

特定完全子会社の名称 Xyvid, Inc.

特定完全子会社の住所 1170 Wheeler Way, Langhorne, PA 19047, 
U.S.A.

当社及び当社の完全子会社における
特定完全子会社の株式の帳簿価額 3,571,485千円

当社の総資産額 14,447,628千円

⑸　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況

該当事項はありません。

②　重要な子会社の状況

(注)V-cube Global Services Pte. Ltd.は、2021年12月28日付で清算手続きが結了しております。
(注)当連結会計年度において、Xyvid, Inc.の株式の100%を取得し、連結子会社としました。

③　事業年度末日における特定完全子会社の状況
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対処すべき課題

⑹　対処すべき課題
　当社グループは、テレワークが普及した世界での社会課題解決に取り組むため、
「Beyondテレワーク」をテーマに、ミッションである「Evenな社会の実現　～すべて
の人が平等に機会を得られる社会の実現～」を達成するべく、以下を対処すべき課題と
して重点的に取り組んでまいります。

１．　テレワーク定着実現とコミュニケーションDXによる生産性・生活の質向上
　テレワークやコミュニケーションDXなどによるコミュニケーションのリモート化
は、場所の制約からの解放をもたらすことで、機会均等や情報格差の是正、地方移住
促進による地方創生などの社会課題解決につながります。また、リモート化は同時に
時間的制約からの解放ももたらし、通勤時間や移動時間の削減による生産性や生活の
質の向上の実現にもつながります。
　当社グループは、テレワークの定着実現とコミュニケーションDX実現のサポートを
することで、このような社会課題解決と社会の生産性・生活の質向上を目指します。
　具体的には、以下の施策に取り組んでまいります。
　・リモート化ツールの１つである汎用Web会議サービスについて、高品質・安定的
に提供できるよう機能開発や品質改善活動を継続してまいります。

　・業界/用途ごとの商習慣や業務に合わせたプロダクトのカスタマイズや開発サポー
トを提供することで顧客企業のコミュニケーションDXに貢献します。

　・業界知見と豊富な経験・実績に基づく、低コストながら高品質の配信及び運用サ
ポートを提供することにより、セミナーや講演会のリモート化を推進します。

　・公共エリアにおけるテレキューブ設置を積極的に展開することで、リモートワー
クや在宅勤務者の利便性向上に努め、テレワークの定着に貢献します。

２．　新規事業領域の創出による、グループ全体の持続的な成長の実現
　IT技術は日々進歩を遂げており、当社のコミュニケーションDXもまた技術の陳腐
化が早い分野であります。そのような環境の中で当社が持続的成長を続けていくため
に、新規事業の開拓及び創造に取り組んでまいります。

３．　企業価値の最大化の為の業績向上と株主還元
①　価値提供モデルの実現による業績向上と企業価値最大化
　SaaS＋Serviceモデルによる付加価値の高い製品・サービスの提供を行うことで、
高収益体質の実現を目指します。
②　配当性向目標の実現
　配当を中心に株主還元を行い、配当性向30%の実現及びその維持に向けて、事業活
動を行ってまいります。
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使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

使用人数 前連結会計年度末比増減

490（23）名 85名増（4名減）

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数

349（19）名 66名増（1名減） 35.1歳 5.3年

⑺　使用人の状況（2021年12月31日現在）
①　企業集団の使用人の状況

（注）使用人数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グ
ループへの出向者を含む就業人員であります。使用人数の（外書）は、臨時従業員（アルバイ
ト・パートタイマーを含み、派遣社員を除く）の年間平均雇用人員であります。

②　当社の使用人の状況

（注）１. 使用人数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員で
あります。使用人数欄の（外書）は、臨時従業員（アルバイト・パートタイマーを含み、
派遣社員を除く）の年間平均雇用人員であります。

２. 使用人数が前事業年度末と比べて66名増加した理由は、主にイベントDX事業の拡大に伴
い人材採用を行ったためであります。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 3,196,000千円

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,758,000千円

株 式 会 社 千 葉 銀 行 469,500千円

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 455,412千円

株 式 会 社 き ら ぼ し 銀 行 398,200千円

⑻　主要な借入先の状況（2021年12月31日現在）

（注）当社が取引金融機関との間で締結している借入金契約には、財務制限条項が付されているものがあ
ります。

⑼　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　該当事項はありません。
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株式の状況

①　発行可能株式総数 48,000,000株
②　発行済株式の総数 24,737,400株

③　株主数 21,268名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
間 下 直 晃 3,416,247株 14.08％
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 2,107,000株 8.68％
J P  M O R G A N  C H A S E  B A N K  3 8 5 6 3 2 1,302,125株 5.36％
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ) 778,400株 3.21％
ト ミ ー コ ン サ ル テ ィ ン グ イ ン ク 680,000株 2.80％
上 田 八 木 短 資 株 式 会 社 428,000株 1.76％
野 村 證 券 株 式 会 社 342,041株 1.41％
山 内 正 義 311,600株 1.28％
高 田 雅 也 308,900株 1.27％
J P モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社 267,870株 1.10％

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2021年12月31日現在）

　（注）ストック・オプションの行使により、発行済株式の総数は236,800株増加しております。

④　大株主

（注）持株比率は自己株式（466,443株）を控除して計算しております。

⑤　当該事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
　　該当事項はありません。

⑥　その他株式に関する重要な事項
　当社は、2021年３月８日の取締役会決議に替わる書面決議により、会社法第165条第
３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得
について決議し、以下のとおり取得いたしました。

ア．取得対象株式の種類　　　　　普通株式
イ．取得した株式の総数　　　　　121,100株
ウ．取得価額　　　　　　　　　　299,982,200円
エ．取得期間　　　　　　　　　　2021年３月９日から2021年３月31日まで
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株式の状況

　当社は、2021年８月17日の取締役会決議に替わる書面決議により、会社法第165条
第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取
得について決議し、以下のとおり取得いたしました。

ア．取得対象株式の種類　　　　　普通株式
イ．取得した株式の総数　　　　　55,100株
ウ．取得価額　　　　　　　　　　94,811,400円
エ．取得期間　　　　　　　　　　2021年８月18日から2021年８月31日まで
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会社役員の状況

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 間 下 直 晃 CEO(Chief Executive Officer)
株式会社センシンロボティクス 代表取締役会長

代表取締役副社長 高 田 雅 也 COO(Chief Operating Officer)

専 務 取 締 役 水 谷 　 潤 CRO(Chief Revenue Officer)
営業本部長

取 締 役 亀 﨑 洋 介 CTO(Chief Technical Officer)

取 締 役 山 本 一 輝 CFO(Chief Financial Officer)
経営企画本部長

取 締 役 村 上 憲 郎 株式会社村上憲郎事務所　代表取締役
セルソース株式会社　社外取締役

取 締 役 西 村 憲 一 株式会社白山　社外取締役

取 締 役 越 　 直 美
三浦法律事務所　パートナー弁護士
OnBoard株式会社　代表取締役CEO
ソフトバンク株式会社　社外取締役

常 勤 監 査 役 福 　 島 　 規 久 夫 サクセス・コーチング・スタジオ　代表

監 査 役 小 田 嶋 　 清 　 治 小田嶋清治税理士事務所　代表税理士
エバラ食品工業株式会社　社外監査役

監 査 役 松 山 大 耕 臨済宗大本山 妙心寺 退蔵院　副住職

⑵　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2021年12月31日現在）

（注）１. 取締役村上憲郎氏、取締役西村憲一氏及び取締役越直美氏は、社外取締役であります。
２. 常勤監査役福島規久夫氏、監査役小田嶋清治氏及び監査役松山大耕氏は、社外監査役であ

ります。
３. 監査役小田嶋清治氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有しております。
４. 中野創氏は、2021年２月17日をもって、取締役を辞任いたしました。
５. 砂田有史氏は、2021年２月17日をもって、監査役を辞任いたしました。これに伴い補欠

監査役である多久島逸平氏が同日付で社外監査役に就任いたしました。
６. 2021年３月25日開催の第21期定時株主総会終結の時をもって、多久島逸平氏は辞任いた

しました。
７. 2021年３月25日付で、水谷潤氏は常務取締役から専務取締役に就任いたしました。
８. 当社は、取締役村上憲郎氏、取締役西村憲一氏及び取締役越直美氏を東京証券取引所の定

めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
９. 当社は、常勤監査役福島規久夫氏、監査役小田嶋清治氏及び監査役松山大耕氏を東京証券

取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
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会社役員の状況

区 分 員 数 報 酬 等 の 額
取 締 役
（ う  ち  社  外  取  締  役 ）

９　名
（４）

120,205　千円
（16,000）

監 査 役
（ う  ち  社  外  監  査  役 ）

５　名
（５）

16,300　千円
（16,300）

合 計
（ う  ち  社  外  役  員 ）

14　名
（９）

136,505　千円
（32,300）

②　取締役及び監査役の報酬等
（ⅰ）当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．上表には、2021年２月17日をもって辞任した取締役１名（うち社外取締役１名）及び監
査役１名（うち社外監査役１名）、並びに2021年３月25日開催の第21期定時株主総会終
結の時をもって辞任した監査役１名（うち社外監査役１名）を含んでおります。

２．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．取締役の報酬限度額は、2021年３月25日開催の第21期定時株主総会において、年額300

百万円以内（うち社外取締役分年額30百万円以内。使用人分給与は含まない。）と決議い
ただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は８名（うち社外取締役３
名）です。

４．監査役の報酬限度額は、2008年３月28日開催の第８期定時株主総会において、年額30百
万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名で
す。

（ⅱ）業績連動報酬等に関する事項
　　　該当事項はありません。
（ⅲ）非金銭報酬等に関する事項
　　　該当事項はありません。
（ⅳ）取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
　　　取締役の役員報酬の個別の配分については、指名・報酬委員会の検討プロセスを経

て、同委員会の答申に基づき、取締役会の決議により代表取締役社長である間下直晃
氏に対して一任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取
締役の管掌業務について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したため
であります。

③　責任限定契約の内容の概要
　当社は、定款第30条第２項及び第42条第２項の規定に基づき、各社外取締役、並び
に各社外監査役との間で、それぞれ会社法第427条第１項の契約（責任限定契約）を締
結しております。これらの責任限定契約の内容の概要は、会社法第423条第１項の責任
について、取締役又は監査役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき
は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とするものです。
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会社役員の状況

地 位 氏 名 兼 職 す る 法 人 等 兼 職 の 内 容

取 締 役 村 上 　 憲 郎 株式会社村上憲郎事務所
セルソース株式会社

代表取締役
社外取締役

取 締 役 西 村 　 憲 一 株式会社白山 社外取締役

取 締 役 越 　 直 美
三浦法律事務所
OnBoard株式会社
ソフトバンク株式会社

パートナー弁護士
代表取締役CEO
社外取締役

監 査 役 福島　規久夫 サクセス・コーチング・スタジオ 代表

監 査 役 小田嶋　清治 小田嶋清治税理士事務所
エバラ食品工業株式会社

代表税理士
社外監査役

監 査 役 松 山 　 大 耕 臨済宗大本山 妙心寺 退蔵院 副住職

④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と
の間で締結しております。当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役及び監
査役等であり、全ての被保険者について、その保険料は会社負担としており、被保険
者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者が会社の役員として
の業務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がな
されたことにより被保険者が負担した損害及び訴訟費用並びに公的調査対応費用、刑
事手続対応費用等の費用が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執
行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行使等
に起因する損害等については補填の対象外としています。

⑤　社外役員に関する事項
イ．他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

（注）兼職する法人等と当社との間に特別の利害関係はありません。
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会社役員の状況

出 席 状 況 、 発 言 状 況 及 び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 村 上 　 憲 郎

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、主にグロ
ーバル企業の経営者としての豊富な経験と深い見識に基づき、経
営全般の観点から適宜質問、意見表明等を行っており、意思決定
の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしておりま
す。

取 締 役 西 村 　 憲 一

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、主に情
報・通信分野における企業経営者としての豊富な経験と深い見識
に基づき、経営全般の観点から適宜質問、意見表明等を行ってお
り、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果
たしております。

取 締 役 越 　 直 美

当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、主に弁護
士としての専門的見地から、適宜質問、意見表明等を行ってお
り、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果
たしております。

監 査 役 福島　規久夫
当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に、監査役会
13回のうち12回に出席し、主に財務に関する豊富な実務経験と深
い見識に基づき、適宜質問、意見表明等を行っております。

監 査 役 小田嶋　清治
当事業年度に開催された取締役会13回の全てに、監査役会13回の
全てに出席し、主に税務の専門家としての豊富な実務経験と深い
見識に基づき、適宜質問、意見表明等を行っております。

監 査 役 松 山 　 大 耕

2021年３月25日に監査役に就任以降、当事業年度に開催された
取締役会11回の全てに、監査役会11回の全てに出席し、主に妙心
寺退蔵院副住職としての卓見に基づく倫理的観点やグローバルで
の活動に基づく知見に基づき、適宜質問、意見表明等を行ってお
ります。

ロ．当事業年度における主な活動状況

（注）上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条第２項の規定に基づ
き、取締役会決議があったものとみなす書面決議が７回ありました。
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連結貸借対照表

（2021年12月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
前 渡 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工具、器具及び備品
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソフトウエア仮勘定
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
敷 金 及 び 保 証 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

4,222,259
1,823,797
1,728,357
49,156
621,147
△200

11,036,760
1,694,812
789,271
306,768
598,772

6,125,820
1,704,740
661,894
3,759,122

62
3,216,127
273,208
307,569
48,755
305,460
82,102

1,651,506
548,418
△894　

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 負 債 4,758,983
買 掛 金 546,312
短 期 借 入 金 1,642,912
１年内返済予定の長期借入金 512,980
前 受 金 882,928
賞 与 引 当 金 104,119
未 払 法 人 税 等 51,897
そ の 他 837,834

固 定 負 債 5,579,185
長 期 借 入 金 4,828,100
リ ー ス 債 務 496,941
資 産 除 去 債 務 245,219
そ の 他 8,925

負 債 合 計 10,158,169
（ 純  資  産  の  部 ）

株 主 資 本 4,739,070
資 本 金 92,190
資 本 剰 余 金 2,831,834
利 益 剰 余 金 2,609,803
自 己 株 式 △794,757
その他の包括利益累計額 307,284
その他有価証券評価差額金 7,380
為 替 換 算 調 整 勘 定 299,904

新 株 予 約 権 2,160
非 支 配 株 主 持 分 52,336
純 資 産 合 計 5,100,851

資 産 合 計 15,259,020 負 債 純 資 産 合 計 15,259,020

連 結 貸 借 対 照 表
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連結損益計算書

(2021年 1 月 1 日から
2021年12月31日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 11,493,601
売 上 原 価 6,188,446

売 上 総 利 益 5,305,155
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,953,967

営 業 利 益 1,351,187
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,183
受 取 保 険 金 9,280
助 成 金 収 入 19,770
投 資 有 価 証 券 評 価 益 8,652
そ の 他 11,119 51,006

営 業 外 費 用
支 払 利 息 34,692
為 替 差 損 25,245
支 払 手 数 料 29,434
地 代 家 賃 31,723
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 34,675
そ の 他 13,609 169,382
経 常 利 益 1,232,811

特 別 利 益
そ の 他 92 92

特 別 損 失
減 損 損 失 475,282
子 会 社 清 算 損 77,469
そ の 他 15,080 567,832

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 665,071
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 122,605
法 人 税 等 調 整 額 △797,976 △675,371
当 期 純 利 益 1,340,443
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 16,182
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 1,324,261

連 結 損 益 計 算 書
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貸借対照表

（2021年12月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（ 資 　 産 　 の 　 部 ）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
た な 卸 資 産
前 渡 金
前 払 費 用
関 係 会 社 短 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
関 係 会 社 株 式
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
関 係 会 社 長 期 貸 付 金
敷 金 及 び 保 証 金
保 険 積 立 金
繰 延 税 金 資 産
長 期 前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

2,875,912
646,593
4,874

1,332,386
136,968
49,156
371,090
300,000
35,041
△200

11,571,715
1,584,384
740,949
259,692
583,742

2,105,601
1,547,194
558,344

62
7,881,729
5,871,904
271,759
48,755
73,581
300,312
547,508
722,487
82,102
910

△37,593　

（ 負 　 債 　 の 　 部 ）
流 動 負 債 4,202,795

買 掛 金 594,029
未 払 金 200,883
短 期 借 入 金 1,642,912
１年内返済予定の長期借入金 512,980
リ ー ス 債 務 108,498
未 払 費 用 87,927
未 払 法 人 税 等 8,603
前 受 金 781,549
預 り 金 36,565
賞 与 引 当 金 15,000
そ の 他 213,846

固 定 負 債 5,563,619
長 期 借 入 金 4,828,100
リ ー ス 債 務 490,300
資 産 除 去 債 務 245,219

負 債 合 計 9,766,414
（ 純  資  産  の  部 ）

株 主 資 本 4,671,673
資 本 金 92,190
資 本 剰 余 金 3,373,723
資 本 準 備 金 2,873,723
そ の 他 資 本 剰 余 金 500,000

利 益 剰 余 金 2,000,516
そ の 他 利 益 剰 余 金 2,000,516
繰 越 利 益 剰 余 金 2,000,516

自 己 株 式 △794,757
評 価 ・ 換 算 差 額 等 7,380
その他有価証券評価差額金 7,380

新 株 予 約 権 2,160
純 資 産 合 計 4,681,213

資 産 合 計 14,447,628 負 債 純 資 産 合 計 14,447,628

貸　借　対　照　表
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損益計算書

(2021年 1 月 1 日から
2021年12月31日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 9,746,347
売 上 原 価

商 品 仕 入 原 価 2,102,390
ソ フ ト ウ エ ア 償 却 費 525,596
当 期 製 品 製 造 原 価 2,963,908 5,591,896
売 上 総 利 益 4,154,451

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,172,876
営 業 利 益 981,574

営 業 外 収 益
受 取 利 息 4,865
受 取 配 当 金 764,190
そ の 他 22,565 791,620

営 業 外 費 用
支 払 利 息 34,862
為 替 差 損 8,047
支 払 手 数 料 29,434
地 代 家 賃 31,723
そ の 他 8,885 112,953
経 常 利 益 1,660,241

特 別 利 益
子 会 社 清 算 益 67,447 67,447

特 別 損 失
減 損 損 失 323,451
そ の 他 13,831 337,283
税 引 前 当 期 純 利 益 1,390,406
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 8,934
法 人 税 等 調 整 額 △311,311 △302,376
当 期 純 利 益 1,692,782

損　益　計　算　書
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連結計算書類に係る会計監査報告

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岩 宮  晋 伍

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 栗 原  幸 夫

独立監査人の監査報告書
2022年２月24日

株式会社ブイキューブ
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　東京事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ブイキューブの2021年１
月１日から2021年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、株式会社ブイキューブ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算
書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行
った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連
結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連
結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備
及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する
責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に係る会計監査報告

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において
独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬
により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス

クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、
入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計
算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報
告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、
構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかど
うかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分
かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実
施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施

過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す
る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及
び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。
利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査報告

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 岩 宮  晋 伍

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 栗 原  幸 夫

独立監査人の監査報告書
2022年２月24日

株式会社ブイキューブ
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　東京事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ブイキューブの
2021年１月１日から2021年12月31日までの第22期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算
書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点にお
いて適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行
った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から
独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、
意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計
算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執
行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独
立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス

クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成
及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを
評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施

過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求め
られているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関す
る規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及
び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告
を行う。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、2021年１月１日から2021年12月31日までの第22期事業年度の取締役

の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告
書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び

結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分
担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集
及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況
について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社
及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社
については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要
に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制その他株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を
確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定め
る体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体
制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状
況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし
た。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要
に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われる
ことを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査
に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細
書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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監査役会の監査報告

２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事
実は認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

（３）連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2022年２月24日
株 式 会 社 ブ イ キ ュ ー ブ 　 監 査 役 会
常勤社外監査役 福 　 島 　 規 久 夫 ㊞
社 外 監 査 役 小 田 嶋 　 清 　 治 ㊞
社 外 監 査 役 松 　 山 　 大 　 耕 ㊞

　
以　上
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剰余金の処分の件

株主総会参考書類

第１号議案　　剰余金の処分の件
　当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題のひとつと考えております。
　当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、
以下のとおりといたしたいと存じます。

１．配当財産の種類
金銭といたします。

２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金８円
総額194,167,656円

３．剰余金の配当が効力を生じる日
2022年３月30日

－ 36 －
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定款一部変更の件

現 行 定 款 変 更 案

（招集） （招集）
第12条 定時株主総会は、毎事業年度終了後３か月以内

に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に
これを招集する。

第12条 定時株主総会は、毎事業年度終了後３か月以内に
招集し、臨時株主総会は、必要がある場合にこれ
を招集する。

（新　　設） ２ 当会社の株主総会は、場所の定めのない株主総会
とすることができる。

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提
供）
第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参

考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類
に記載または表示をすべき事項に係る情報を、
法務省令に定めるところに従いインターネット
を利用する方法で開示することにより、株主に
対して提供したものとみなすことができる。

（削　　除）

第２号議案　　定款一部変更の件
１. 提案の理由
(1) 現行定款第12条（招集）の変更
「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」（令和３年法律第70号）に基づ
き、場所の定めのない株主総会の開催が認められたことに伴い、定款第12条第２項を
追加するものであります。

(2) 現行定款第17条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及
び定款第17条（電子提供措置等）の新設
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規
定する改正規定が2022年９月１日に施行されます。これに伴い、株主総会参考書類等
の内容である情報について電子提供措置をとる旨の規定および書面交付請求をした株
主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を新設し、株主総会参
考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定を削除するとともに、効力発生日
等に関する附則を設けるものであります。

２. 変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

－ 37 －
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定款一部変更の件

現 行 定 款 変 更 案

（電子提供措置等）
（新　　設） 第17条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考

書類等の内容である情報について電子提供措置を
とる。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省
令で定めるものの全部又は一部について、議決権
の基準日までに書面交付請求をした株主に対して
交付する書面に記載しないことができる。

（新　　設） （附則）
（株主総会の招集に関する経過措置）

（新　　設） 第１条 現行定款第12条（招集）の変更は、経済産業省
令・法務省令で定めるところにより、当社が実施
する完全電子化による株主総会が、経済産業省
令・法務省令で定める要件に該当することについ
て、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた日
を効力発生日とし、本条の規定は、効力発生日経
過後、これを削除するものとする。

（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）

（新　　設） 第２条 現行定款第17条（株主総会参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供）の削除及び変更案第
17条（電子提供措置等）の新設は、2022年９月
１日から効力を生ずるものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、2022年９月１日から
６か月以内の日を株主総会の日とする株主総会に
ついては、現行定款第17条（株主総会参考書類等
のインターネット開示とみなし提供）は、なお効
力を有する。

３ 本条の規定は、2022年９月１日から６か月を経
過した日又は前項の株主総会の日から３か月を経
過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
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取締役選任議案

候補者
番 号

ふ　　　　 り　　　　 が　　　　 な

氏　　　　　　　名
（生　年　月　日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数
（ 2 0 2 1 年 1 2
月 3 1 日 時 点 )

１
ま

間
 

　
し た

下
 

　
な お

直
 

　
あ き

晃
(1977年12月２日)

    1998年    10月 ㈲ブイキューブインターネット(2006年３
月に当社と合併により消滅)設立 同社代表
取締役社長

    2004年    1 月 ㈱ブイキューブブロードコミュニケーシ
ョン(現 当社) 代表取締役社長・CEO(現
任)

    2012年    1 月 V-cube Global Services Pte. Ltd. 
Director

    2012年    7 月 PT. V-CUBE INDONESIA President 
Komisaris

    2013年    4 月 V-cube USA, Inc. Chairman(現任)
    2015年    10月 ㈱ブイキューブロボティクス・ジャパン(現 

㈱センシンロボティクス) 取締役(現任)
    2015年    10月 Wizlearn Technologies Pte. Ltd. 

Director(現任)
    2018年    11月 ㈱センシンロボティクス 代表取締役社長
    2019年    8 月 同社代表取締役会長(現任)

2021年    6 月 Xyvid, Inc. Director(現任)

3,416,247株

（重要な兼職の状況）
㈱センシンロボティクス 代表取締役会長

２
た か

高
 

　
だ

田
 

　
ま さ

雅
 

　
や

也
(1976年８月22日)

    2001年    10月 ㈱ブイキューブインターネット(2006年３
月に当社と合併により消滅)取締役

    2002年    4 月 ㈱日立製作所 入社
    2004年    10月 ㈱ブイキューブブロードコミュニケーシ

ョン(現 当社) 取締役(現任)
    2006年    4 月 当社取締役副社長・管理部門長
    2012年    12月 当社代表取締役副社長(現任)
    2017年    1 月 当社COO(現任)

308,900株

第３号議案　　取締役８名選任の件
　取締役全員(８名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役
８名の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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取締役選任議案

候補者
番 号

ふ　　　　 り　　　　 が　　　　 な

氏　　　　　　　名
（生　年　月　日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数
（ 2 0 2 1 年 1 2
月 3 1 日 時 点 )

３
み ず

水
 

　
た に

谷
 

　
 

　
 

　
じゅん

潤
(1983年４月18日)

    2006年    4 月 当社入社
    2012年    7 月 当社営業副本部長
    2015年    1 月 当社営業本部長(現任)
    2016年    3 月 当社取締役・CRO(現任)
    2019年    3 月 当社常務取締役

2021年    3 月 当社専務取締役(現任)

6,200株

４
か め

亀
 

　
ざ き

﨑
 

　
よ う

洋
 

　
す け

介
(1979年12月25日)

    2002年    5 月 ㈱ブイキューブインターネット(2006年３
月に当社と合併により消滅)入社

    2004年    5 月 ㈱ブイキューブブロードコミュニケーシ
ョン(現 当社)入社

    2012年    3 月 当社取締役(現任)
    2013年    1 月 当社CTO(現任)・技術本部長
    2013年    5 月 V-cube Global Services Pte. Ltd. 

Director

50,200株

５
や ま

山
 

　
も と

本
 

　
か ず

一
 

　
き

輝
(1978年10月２日)

    2003年    10月 監査法人トーマツ
(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所

    2008年    11月 公認会計士登録
    2015年    10月 プラスワン・マーケティング㈱ 取締役
    2017年    4 月 ㈱地域経済活性化支援機構 入社
    2019年    4 月 当社CFO(現任)・経営企画本部長(現任)
    2019年    12月 ㈱地域経済活性化支援機構 ディレクター

2021年    3 月 当社入社、当社取締役(現任)
2021年    6 月 Xyvid, Inc. Director(現任)

500株
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取締役選任議案

候補者
番 号

ふ　　　　 り　　　　 が　　　　 な

氏　　　　　　　名
（生　年　月　日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数
（ 2 0 2 1 年 1 2
月 3 1 日 時 点 )

６
む ら

村
 

　
か み

上
 

　
の り

憲
 

　
お

郎
(1947年３月31日)

    1970年    4 月 日立電子㈱(現 ㈱日立国際電気)入社
    2003年    4 月 Google, Inc.副社長

兼グーグル㈱ 代表取締役社長
    2009年    1 月 グーグル㈱ 名誉会長
    2011年    1 月 ㈱村上憲郎事務所設立 代表取締役(現任)
    2012年    3 月 当社社外取締役(現任)
    2013年    8 月 ㈱ウェザーニューズ 社外取締役
    2016年    10月 ㈱エナリス 代表取締役会長
    2017年    10月 セルソース㈱ 社外取締役(現任)

－

（重要な兼職の状況）
㈱村上憲郎事務所 代表取締役
セルソース㈱ 社外取締役

７
に し

西
 

　
む ら

村
 

　
け ん

憲
 

　
い ち

一
(1947年６月10日)

    1970年    4 月 日本電信電話公社 入社
    1999年    6 月 西日本電信電話㈱ 取締役広島支店長
    2002年    5 月 ㈱NTTネオメイト 代表取締役社長
    2009年    6 月 ㈱東電通 代表取締役社長
    2010年    10月 ㈱ミライト・ホールディングス

代表取締役副社長
    2012年    10月 ㈱ミライト 代表取締役副社長
    2013年    6 月 ㈱ミライト 取締役相談役
    2014年    6 月 ㈱ミライト 相談役
    2014年    7 月 ㈱白山製作所(現 ㈱白山) 社外取締役(現

任)
    2015年    3 月 当社社外取締役(現任)

8,000株

 （重要な兼職の状況）
㈱白山 社外取締役
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取締役選任議案

候補者
番 号

ふ　　　　 り　　　　 が　　　　 な

氏　　　　　　　名
（生　年　月　日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数
（ 2 0 2 1 年 1 2
月 3 1 日 時 点 )

８
こ し

越
 

　
 

　
 

　
な お

直
 

　
み

美
(1975年７月５日)

    2002年    10月 弁護士登録
    2002年    10月 西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律

事務所) 弁護士
    2009年    6 月 ハーバード大学ロースクール卒業
    2009年    10月 デベヴォイズ・アンド・プリンプトン法

律事務所 勤務
    2010年    1 月 ニューヨーク州弁護士登録
    2010年    9 月 コロンビア大学ビジネススクール日本経

済経営研究所 客員研究員
    2012年    1 月 大津市長
    2020年    3 月 当社社外取締役(現任)
    2020年    9 月 三浦法律事務所 パートナー弁護士(現任)
    2021年    1 月 カリフォルニア州弁護士登録
    2021年    2 月 OnBoard㈱ 代表取締役CEO(現任)

2021年    6 月 ソフトバンク㈱ 社外取締役(現任)

－

 （重要な兼職の状況）
三浦法律事務所 パートナー弁護士
OnBoard㈱ 代表取締役CEO
ソフトバンク㈱ 社外取締役

（注）１. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２. 村上憲郎氏、西村憲一氏及び越直美氏は、社外取締役候補者であります。
３. ⑴ 村上憲郎氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、グローバル企業の経

営者としての経験が豊富であるため、当社の更なるグローバル展開のための助言・提言のほ
か、経営全般に対する助言・提言を行っていただくことを期待し、選任をお願いするものであ
ります。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって10年となりま
す。

⑵ 西村憲一氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、情報・通信分野にお
ける企業経営者としての経験が豊富であるため、経営全般に対する助言・提言を行っていただ
くことを期待し、選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役としての在任期
間は、本総会終結の時をもって７年となります。

⑶ 越直美氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、弁護士としての豊富な
経験と専門知識を有するとともに、企業法務にも精通しており、これらを当社のコーポレート
ガバナンスの強化に活かしていただくことを期待したためであります。また、同氏は、大津市
長として２期８年にわたり市政運営にあたってこられ、行政活動を通じた多様な経験と幅広い
見識を有しており、当社の更なる事業展開のための助言・提言のほか、経営全般に対する助
言・提言を行っていただくことを期待し、選任をお願いするものであります。なお、同氏の社
外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
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企業
経営 ESG 事業

戦略 IT
財務/
会計/
M&A

法務/コン
プライア
ンス/リス

ク管理

人材
開発

ウェルビ
ーイング 国際

営業/
マーケテ
ィング

取
締
役

間下 直晃 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
高田 雅也 〇 〇 〇 〇 〇
水谷 　潤 〇 〇 〇 〇
亀﨑 洋介 〇 〇 〇
山本 一輝 〇 〇 〇
村上 憲郎 〇 〇 〇 〇 〇
西村 憲一 〇 〇 〇 〇
越　 直美 〇 〇 〇 〇

監
査
役

福島 規久夫 〇 〇 〇
小田嶋 清治 〇
松山 大耕 〇 〇 〇 〇

４. 当社は、村上憲郎氏、西村憲一氏及び越直美氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、
同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠
償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。村上憲郎氏、
西村憲一氏及び越直美氏が再任された場合には、当社は各氏との間で当該契約を継続する予定であ
ります。

５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し
ており、当該保険契約の概要は、事業報告の24頁に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認
されますと、引き続き当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

６. 当社は、村上憲郎氏、西村憲一氏及び越直美氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届
け出ております。３氏が再任された場合は、当社は引き続き３氏を独立役員とする予定でありま
す。

【ご参考】スキル・マトリックス
　本議案の承認が得られた場合、当社の経営陣が備えるべき専門知識・経験に基づいた各取締役、監査役のス
キル・マトリックスは以下のとおりであります。
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ふ　　　　 り　　　　 が　　　　 な

氏　　　　　　　名
（生　年　月　日）

略 歴
（ 重 　 要 　 な 　 兼 　 職 　 の 　 状 　 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 数
（ 2 0 2 1 年 1 2
月 3 1 日 時 点 )

か わ

川
 

　
さ き

﨑
 

　
の ぶ

信
 

　
お

夫
(1958年９月28日)

    1982年    4 月 東京国税局⼊局
    2017年    7 月 東京国税局　八王子税務署長
    2018年    7 月 東京国税局　調査第四部長
    2019年    8 月 税理士登録

－

第４号議案　　補欠監査役１名選任の件
　法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いす
るものであります。当該補欠監査役につきましては、監査役が法令に定める員数を欠くことを
就任の条件とし、その任期は前任者の残存任期とします。
　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

（注）１. 補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２. 川﨑信夫氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３. 川﨑信夫氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、主に税務の専門家としての豊富な実務経験と

深い見識を当社の監査に反映していただくことを期待したためであり、同氏は社外役員となること
以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社の社外監査役と
してその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

４. 川﨑信夫氏が社外監査役に就任した場合は、当社は、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定
に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契
約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする予定で
あります。

５. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し
ており、当該保険契約の概要は、事業報告の24頁に記載のとおりです。川﨑信夫氏が補欠監査役と
して選任され、社外監査役に就任した場合は、同氏は当該保険契約の被保険者に含められることと
なります。
なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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会計監査人選任の件

名 称 太陽有限責任監査法人

事 務 所 主たる事務所 東京都港区元赤坂１丁目２番７号
その他の事務所大阪事務所ほか10か所

沿 革

1971年９月 太陽監査法人設立
1994年10月 グラントソントン インターナショナル加盟
2006年１月 ＡＳＧ監査法人と合併し太陽ＡＳＧ監査法人となる
2012年７月 永昌監査法人と合併
2013年10月 霞が関監査法人と合併
2014年10月 太陽有限責任監査法人に社名変更
2018年７月 優成監査法人と合併

概 要

構成人員 代表社員・社員 88名
特定社員 4名
公認会計士 303名
公認会計士試験合格者等 245名
その他専門職 187名
事務職員 87名
契約職員 221名

合計 1,135名
被監査会社数 1,018社

　

第５号議案　　会計監査人選任の件
　当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了に
より退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。
　また、監査役会が太陽有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人と
して必要とされる専門能力、独立性、職業倫理、品質管理体制、監査費用等について総合的に
勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したためであります。
　会計監査人候補者は、次のとおりであります。

（2021年12月31日現在）

（注）当社は、太陽有限責任監査法人が選任された場合、同法人との間で会社法第427条第１項の規定に基づ
き、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく
損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額といたします。
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取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

第６号議案　　取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
　当社の取締役の報酬等の額は、2021年３月25日開催の第21期定時株主総会において年額
300百万円以内（うち社外取締役分は年額30百万円以内。使用人分給与を含まない。）とご承
認いただいておりますが、今般、取締役（社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいま
す。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様
との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対
し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給すること又は譲渡制限付株式を報酬等と
して付与することにつきご承認をお願いいたします。
　本議案に基づく譲渡制限付株式の付与は、取締役会決議に基づき、以下のいずれかの方法で
行うものといたします。
① 対象取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに当社の普通株

式の発行又は処分を行う方法
② 対象取締役に対して報酬等として金銭報酬債権を支給し、対象取締役が当該金銭報酬債権

の全部を現物出資財産として給付して、当社の普通株式の発行又は処分を受ける方法（以
下「現物出資交付」といいます。）

　本議案に基づき対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間
150,000株以内、その報酬の総額は上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として年額75百
万円以内といたします。ただし、当社の発行済株式総数が、株式の併合又は株式の分割（株式
無償割当てを含みます。）によって増減した場合は、上記の上限株式数はその比率に応じて調
整されるものといたします。
　なお、現物出資交付の場合の1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日におけ
る東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それ
に先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取
締役会にて決定します。

　また、各対象取締役への具体的な配分については、指名・報酬委員会の審議を経た上で、そ
の意見を尊重して取締役会において決定することといたします。本議案に基づく譲渡制限付株
式の付与に当たっては、当社と対象取締役との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式
割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものといたします。なお、対象取締
役に対する初回の付与は、2023年１月１日以降を予定しております。
　現在の対象取締役は５名であり、第３号議案が原案どおり承認可決されますと、引き続き対
象取締役は５名となります。

(1) 　対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」

－ 46 －



2022/03/04 9:41:00 / 21818802_株式会社ブイキューブ_招集通知

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

という。）について、本割当株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社
の取締役会で定める地位を退任又は退職する日（ただし、本割当株式の交付の日の属する
事業年度の経過後３月を経過するまでに退任又は退職する場合につき、当該事業年度経過
後６月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該日）までの期間（以下
「譲渡制限期間」という。）、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下
「譲渡制限」という。）。

(2) 　対象取締役が当社の取締役会が定める期間（以下「役務提供期間」という。）が満了す
る前に上記(1)に定める地位を退任又は退職した場合には、当社の取締役会が正当と認め
る理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

(3) 　当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、上記(1)に定める地位にあったこ
とを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡
制限を解除する。ただし、対象取締役が、上記(2)に定める当社の取締役会が正当と認め
る理由により、役務提供期間が満了する前に上記(1)に定める地位を退任又は退職した場
合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数を、必要に応じて合理的に調整するものとす
る。

(4) 　当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(3)の定めに基づき譲渡制限が解除
されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(5) 　当社は、譲渡制限期間中に、対象取締役が法令、社内規則又は本割当契約の違反その他
本割当株式を無償取得することが相当である事由として当社の取締役会で定める事由に該
当した場合、本割当株式を当然に無償で取得する。

(6) 　上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併
契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関す
る事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を
要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決
議により、合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立
ち、譲渡制限を解除する。

(7) 　上記(6)に規定する場合においては、当社は、上記(6)の定めに基づき譲渡制限が解除さ
れた直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得
する。

【譲渡制限付株式を付与することが相当である理由】
　本議案は、対象取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとと
もに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対して譲渡制
限付株式の付与のための報酬を支給又は報酬等として譲渡制限付株式を付与するものです。
　また、本議案に基づき１年間に発行又は処分される株式数の上限の発行済株式総数（2021
年12月31日時点）に占める割合は0.6％とその希薄化率は軽微です。
　そのため、本議案の内容は相当なものであると判断しております。

以　上

－ 47 －


